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　今回は、アレンジできるストールを先生が丁寧に教
えてくれます。こたつに入りながら、ちょっとした合
間にできるのが「手編み」の良さです。初心者のかた
大歓迎。申込みは、お電話で。ご参加をお待ちしてい
ます。
▶日　時　11 月13 日（日）、12 月11日（日）
　※いずれも午前９時～ 11 時 30 分まで
▶場　所　西部公民館

▶参加料　3,000 円（材料代）
▶指導者　今井 綾子 先生
▶持ち物　かぎ針または棒針、ものさしまたはメジャー
　　　　　筆記用具
▶申込期限　10 月 28 日（金）まで
▶申込み・問合せ先
　西部公民館　☎６７- ２２０８

楽笑楽生こうざ 28 「手編みを楽しみませんか！」講座　参加者募集

○展示発表
▶期　日　11 月２日（水）～３日（木・祝）
▶時　間　２日（水）午前９時～午後５時
　　　　　３日（木・祝）午前９時～午後４時
▶場　所　創遊館・西部公民館・北部公民館

○芸能発表
▶日　時　11 月３日（木・祝）
　　　　　午前９時 30 分～午後４時
▶場　所　創遊館ホール

○移動芸能発表
▶日　時　11 月３日（木・祝）　午後７時～
▶場　所　杉山公民館

○お茶会
▶日　時　11 月３日（木・祝）
　　　　　午前９時 30 分～午後３時 30 分
▶場　所　創遊館・西部公民館・北部公民館

▶問合せ先
　教育文化課 生涯学習係　☎６７- ２１１８

朝日町芸術文化協議会　第 52 回 朝日町芸術文化祭のお知らせ

○消防第二分団非常招集訓練（高田地内）
▶日　時　10 月23日（日）午前10 時 30 分～11時
※なお、高田地内の町道（三中２号線・高田大沼線
　の一部）が通行止めになります。誘導員の指示に
　従ってください。
▶問合せ先　西部公民館　☎６７- ２２０８

○松程地区防災訓練
▶日　時　10 月 30 日（日）
　　　　　午後１時、午後１時 30 分

▶問合せ先
　総務課 防災係　☎６７- ２１１１

消防ポンプ車・積載車等のサイレンが鳴ります。火災と間違わないで！



●循環器科　10 月 28 日（金 ) は休診です。
●整形外科　10 月 28 日（金 ) は休診です。

【診察予定】

「○」：午前９時から診察
　　　（受付：午前 11 時 30 分まで）

「△」：午後２時から診察
　　　（受付：肝臓外来は午後２時 30 分まで、
　　　　　　  眼科は午後３時 30 分まで）
※都合により変更となる場合があります。
※急患の場合はいつでも診察いたします。

▶問合せ先
　朝日町立病院　☎６７- ２１２５○デマンドタクシー

▶運行日　平日（色の付いた日）
▶予約受付日　平日（色の付いた日）
▶予約センター　☎６７- ２１７３
▶予約受付時間　午前７時～午後５時 30 分まで
○山形直行バス
▶運行日
　平日（色の付いた日）往復運行
　土曜（○で囲んだ日）往路のみ運行

▶問合せ先　政策推進課 地域振興係
　　　　　　☎６７- ２１１２

町立病院診察・休診のお知らせ

平成 28 年 11月 運行カレンダー

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ⑤

６ ７ ８ ９ 10 11 ⑫
13 14 15 16 17 18 ⑲
20 21 22 23 24 25 ㉖
27 28 29 30

町長と語る日
・期　日　11 月９日（水）
　あらかじめ時間を設定したい方は総務課庶務係
　（☎６７- ２１１１）までご連絡ください。

高齢者・障害者福祉、介護保険関係の相談
・期　日　11 月 10 日（木）
・時　間　午後１時～３時
・場　所　開発センター　相談室

総 合 相 談

( 心配ごと・行政・人権・婦人 )

・期　日　11 月 17 日（木）
・時　間　午後１時～３時
・場　所　開発センター　相談室

心配事相談
・期　日　11 月 24 日（木）
・時　間　午後１時～３時
・場　所　開発センター　相談室

11 月の各種相談日

月　日 内科 循環器 肝臓 糖尿 外科 眼科 整形
外科

10/14（金） ○ ○ ○
10/15（土）
10/16（日）
10/17（月） ○ △ △
10/18（火） ○ ○ ○
10/19（水） ○ ○
10/20（木） ○ △
10/21（金） ○ ○ ○
10/22（土）
10/23（日）
10/24（月） ○ △ △
10/25（火） ○ ○ ○
10/26（水） ○
10/27（木） ○ △
10/28（金） ○ 休診 休診
10/29（土）
10/30（日）
10/31（月） ○ △ △
11/ １（火） ○ ○ ○
11/ ２（水） ○ ○

▶期日・時間　11 月８日（火）　午前 10 時～午後４時
▶電話相談　☎６７- ３３０２（学校教育係）
※面談相談希望の方は、電話でお申込みください。

11 月の教育相談日



　自ら居住する持家住宅の建設工事（新築、増改築、
付属建築物の新築・増改築・外構工事等）に対し、
補助金を交付します。

【補助制度】
①持家住宅建築奨励補助金（上限額 50 万円）
　町内建設業者との契約に限ることとし、費用の　
　10％以内の額を補助します。
②住宅リフォーム総合支援事業補助金（上限額 20
　万円）
　県内建設業者との契約に限ることとし、費用の　
　10％以内の額を補助します。
③木材製品利用住宅等建築奨励補助金（上限額 30 万
　円）

　町内の建設業者と契約し、町内製材業者から納
　入を受けて使用するものに限り、国内産木材製品
　額の 40％以内の額を補助します。

【注意事項】
・補助金は着手前に申請が必要です。平成 29 年 3
　月 31 日までに実績報告書を提出する必要があり
　ます。
・世帯構成等の条件により、上限額・補助率のかさ
　上げがあります。
・併用や条件など、詳しくはお問い合わせください。

▶申請受付・問合せ先
　建設水道課 整備係   ☎６７- ２１１５

朝日町持家住宅支援事業のお知らせ

○朝日町合併処理浄化槽事業
▶補助対象者
　大谷地区集落排水処理区域を除く、朝日町全域にお
　ける合併処理浄化槽の設置者
▶①設置補助金
　５人槽 55 万円、７人槽 68 万円、10 人槽 95 万円
▶②単独浄化槽廃止補助金
　単独から合併への切替に対し、10 万円を補助
▶③浄化槽整備促進事業
　既存の単独浄化槽または汲み取り便槽を取壊し、　
　合併処理浄化槽への切替に対し補助
　5 人槽 上限 21 万円、6 人槽以上 上限 26.5 万円

（例）　
　単独浄化槽から5人槽の合併処理浄化槽に転換し、
　本体の設置工事費が 110 万円の場合

　補助金額 ① 55 万円＋② 10 万円＋③ 21万＝86 万円
　（実質負担 24 万円）
▶その他
　・放流ポンプ設置等による補助金があります。
　・トイレの改修等も行う場合は、持家住宅建築奨
　　励補助金等を併せて利用できる場合があります。
▶注意事項
　・平成 29 年 3 月 10 日までに実績報告書を提出す
　　る必要があります。
　・併用や条件など、詳しくはお問い合わせください。

▶申込み・問合せ先
　建設水道課 整備係
　☎６７- ２１１５

合併処理浄化槽設置を支援しています

　常盤地区にある旧松本邸（常盤ろ 1）を簡易宿所
として改装します。
　建物の由縁から「ゲストハウス松本亭一農舎」と
名付け、朝日町の暮らしを体験できる宿泊施設とし
て生まれ変わります。簡易宿泊施設としてお泊りい
ただけるほか、希望者には草刈りや雪かき体験講習
などをしていただくサービスがあり、移住促進にも

活かせる施設となっています。
　今冬オープン予定です。内覧会なども計画してお
りますので、お気軽にお越しください。

▶問合せ先
　政策推進課 総合戦略係
　地域おこし協力隊　阪野 正義　☎６７- ２１１２

旧松本邸が宿泊施設として生まれ変わります

○電話でお金の話は全て詐欺！
例：「還付金がありますよ」、「オレだよ！オレオレ！」、「ATM に行ってください」など
▶問合せ先　警察相談ダイヤル ＃９１１０、寒河江警察署　☎８３- ０１１０

「おかしい？」と思っ
たら、すぐ相談！！
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○国民および県民健康・栄養調査
　国民健康・栄養調査は、健康増進法に基づ
き国民の身体状況や栄養摂取量などを確認す
る調査です。（毎年実施）
　県民健康栄養調査は、県民の栄養摂取量等
の実態を把握し、栄養と健康の関係を明らか
にするものです。（6 年ぶりの実施）

▶調査実施時期　10 ～ 11 月
▶調査世帯
　国民・県民合わせて 3,000 世帯　　　　　
　程度（無作為抽出）
▶内　容　
　（国民）①栄養摂取状況調査　②生活習慣
　　　　   調査　③身体状況調査
　（県民）①栄養摂取状況調査　②健康と生
　　　　   活習慣に関するアンケート調査

▶問合せ先
　村山保健所地域健康福祉課
　☎０２３- ６２７-１３５７
　県庁健康長寿推進課
　☎０２３- ６３０- ２９１９

健康・栄養調査を実施します

▶対前年度変動率

▶町基準地の標準価格

 【地価調査とは】
　各地域で基準となる土地（基準地）を選び、その適正な
土地価格を公表し、土地を売買する際の目安にしていただ
くものです。また、地価調査価格は、国・地方公共団体等
が公共用地等を買収する場合の規準となるなど、適正な地
価の形成に大きな役割を果たしています。
※地価調査結果については、役場で閲覧できます。また、
　県のホームページでもその内容を公開おります。
※一定面積以上の土地について、売買等の取引をする場合
　は届出が必要です。

▶問合せ先
　政策推進課 総合戦略係
　☎６７- ２１１２

平成 28 年度 地価調査結果

住宅地 商業地 工業地 全用途
町平均 ▲ 1.9% － ▲ 1.8% ▲ 1.9%

県平均 ▲ 1.0% ▲ 1.6% ▲ 0.9%   ▲ 1.2%

基準地の所在 本年価格 前年価格 変動率
大字宮宿字元宿 1028 番 14 外 1 筆 10,500 円 /㎡ 10,700 円 /㎡ ▲ 1.9%
大字大谷字東 1447 番 1 外 1 筆 6,040 円 /㎡ 6,170 円 /㎡ ▲ 2.1%
大字宮宿字下タ宿 1222 番 2 7,990 円 /㎡ 8,130 円 /㎡ ▲ 1.7%
大字宮宿字清水 600 番 15 外 1 筆 4,480 円 /㎡ 4,560 円 /㎡ ▲ 1.8%


